
令和７年 議案第２９号

   教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出について

    １ 令和７年度みよし市一般会計１２月補正予算（教育費）

    ２ みよし市勤労文化会館及びふるさと会館の指定管理者の指定につい

て

    

  令和７年１１月１８日提出

                       みよし市教育委員会

                        教育長 増 岡 潤一郎

    説 明

  この案を提出するのは、令和７年第４回みよし市議会定例会に上程する上記

議案について、意見を求めたいからである。



歳　出

所　属 説　　　明

人件費 学校教育課 人件費 △25,722 千円

①特別職職員、一般職常勤職員
②一般職再任用職員
③会計年度任用職員
・人事異動等による

①△17,447
②△4,456
③△3,819

千円

小中学生ス
ポーツ文化芸
術活動事業

学校教育課
小中学生思い出コンサートバス
借上げ

― 千円
小中学生思い出コンサートバス借上料
・債務負担行為の設定
(令和８年度)

（限度額）
(1,980)

千円

02 小学校費 02
教育振興

費
小学校学習・
教育活動事業

学校教育課 野外学習バス借上げ ― 千円
野外学習バス借上料
・債務負担行為の設定
(令和８年度)

（限度額）
(5,016)

千円

03 中学校費 02
教育振興

費
中学校学習・
教育活動事業

学校教育課 自然教室バス借上げ ― 千円
自然教室バス借上料
・債務負担行為の設定
(令和８年度)

（限度額）
(7,218)

千円

01
社会教育
総務費

人件費
生涯学習推
進課

人件費 △8,836 千円

①一般職常勤職員
②一般職再任用職員
③会計年度任用職員
・人事異動等による

①△2,499
②△3,864
③△2,473

千円

08
文化振興

費

勤労文化会館
等維持管理事
業

生涯学習推
進課

勤労文化会館等指定管理事業 ― 千円
勤労文化会館等指定管理料
・債務負担行為の設定
（令和8～12年度）

（限度額）
(799,000)

千円

09
生涯学習
推進費

図書館学習交
流プラザ管理
運営事業

生涯学習推
進課

図書館学習交流プラザ「サンラ
イブ」駐車場整備事業

― 千円

図書館学習交流プラザ「サンライブ」
駐車場整備設計業務委託料
・債務負担行為の設定
（令和8年度）

（限度額）
(9,200)

千円

06
保健体育
費

01
保健体育
総務費

人件費 スポーツ課 人件費 △3,488 千円
①一般職常勤職員
②会計年度任用職員
・人事異動等による

①△3,997
②509

千円

01
教育総務

費
02 事務局費

項 目

令和７(2025)年度　１２月補正予算（教育費関係）事業概要

補正予算額主 な 事 業小事業款

05
社会教育

費

10 教育費



歳　出

所　属 説　　　明項 目

令和７(2025)年度　１２月補正予算（教育費関係）事業概要

補正予算額主 な 事 業小事業款

三好公園総合体育館等設備管理
業務

― 千円

三好公園総合体育館等設備管理業務委
託料
・債務負担行為の設定
（令和８年度）

（限度額）
(24,779)

千円

三好公園総合体育館トレーニン
グ指導等業務

― 千円

三好公園総合体育館トレーニング指導
等業務委託料
・債務負担行為の設定
（令和８年度）

（限度額）
(9,255)

千円

光熱水費（ガス・水道） 2,646 千円
・気候変動に伴う空調設備の利用増加
等により、ガス及び水道使用料が当初
の見込みを超過したため。

2,646 千円

07
学校給食

費
01

給食セン
ター費

人件費
学校給食セ
ンター

人件費 309 千円
一般職常勤職員
・人事異動等による

309 千円

△35,091 千円

01
保健体育
総務費

歳　　　出　　　　　　計

10 教育費

体育施設管理
運営事業

スポーツ課06
保健体育

費



議案第  号

   みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館の指定管理者の指定について

地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、別紙のとおりみよし市勤労文化会館及び

みよし市ふるさと会館の指定管理者の指定をする。

  令和７年１２月１０日提出

                         みよし市長 小 山 祐    

   説 明

この案を提出するのは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を得

るため必要があるからである。



１ 施設及び指定管理者

施   設 指定管理者

名  称 所在地 団体の名称 代表者名 所在地

みよし市勤労

文化会館及び

みよし市ふる

さと会館

みよし市三好

町大慈山１番

地１

みよし文化創

造パートナー

ズ

エリアワン株式

会社

代表取締役社長

杉 浦 祐 介

刈谷市大手町

５丁目１番地

２ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで



議案第  号 みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館の指定管理者の指定について

【趣 旨】 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、指定管理者の指定をするため議会の議決を得る。

      

【内 容】 みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館

【指定管理者】 団体の名称 みよし文化創造パートナーズ

        代 表 者 名 エリアワン株式会社 代表取締役社長 杉浦 祐介

        所 在 地 刈谷市大手町５丁目１番地

【指 定 期 間】 令和８(2026)年４月１日から令和１３(2031)年３月３１日まで

【参  考】地方自治法第２４４条の２第６項

普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。


